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1. 対象事業の概要整理 

1.1  事業名 

（仮称）プラザノース整備事業（以下、「本事業」という。） 

 

1.2  施設の概要 

プラザノースは、生涯学習及び芸術創造活動を支援し豊かな市民生活を創造するための文化施

設で、ホール機能、コミュニティ機能、芸術創造・ユーモア機能を有する貸出施設や共有スペー

スに加え、北図書館と北区役所を併せ持つ複合施設である。 

 

表 1-1 施設概要 

施設名 プラザノース 

所在地 埼玉県さいたま市北区宮原町 1 丁目 852 番地 1 

施設規模 ■敷地面積：26,015 ㎡ 

■延床面積 

北区役所：4,915.57 ㎡ 

北図書館：2,144.93 ㎡ 

その他 ：13,248.40 ㎡ 

地域・地区等 商業地域、防火地域、地区計画地域（北部拠点宮原地区地区計画） 

主

な

機

能 

コミュニティ 【地域の種種なコミュニティ活動（文化・生活一般）の場を提供する。】 

諸室名：第１～第４和室、音楽スタジオ１～３、キッチンスタジオ、第１～

７セミナールーム、多目的ルーム、書斎１～５ 

ホール 【市民の音楽・演劇発表、舞台鑑賞等の文化活動の場を提供する。】 

諸室名：ホール、舞台備品庫、客席（固定 403 席）、ホワイエ、 

映写室・調整室等、第１～第３リハーサル室、主催者控室、大道具

置場、第１～５楽屋、ホール管理室 

芸術創造・ 

ユーモア 
【創造性豊かな芸術文化活動の推進、市民の豊かな感性・創造性の育成の場

を提供する。また、ゆとりや楽しさにふれることのできる漫画やユーモアに

関する事業を推進していく。】 

諸室名：ノースギャラリー１～８、造形アトリエ、絵画アトリエ、陶芸アト

リエ、交流スタジオ、ＣＧアトリエ、ユーモアスクエア 

北図書館 【図書や資料を通じ市民に多様な学習機会、学習の場を提供する。】 

諸室名：閲覧スペース、保存書庫、管理部門、メディア関連スペース 

北区役所 【日常生活に密着した行政サービスを提供する。】 

諸室名：執務室（区役所、保健センター・会計部門等）、多目的室、会議

室、厚生関連諸室、倉庫（文書・物品・防災） 

その他 諸室名：遊戯室・乳児室・授乳室、ワーク室 
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1.3  事業の目的 

プラザノースを PFI（Private Finance Initiative）手法で建設し、施設の維持管理、運営業務

を実施することにより、事業者の有する技術、経営資源及び創意工夫等が十分に発揮され、低廉

かつ良好なサービスを市民に対して提供することが目的である。 

 

1.4  事業方式及び事業分類 

（1）事業方式 

事業者が本施設を設計、建設した後、さいたま市（以下、「市」という。）に所有権を移転し、

維持管理及び運営を行う BTO（Build-Transfer-Operate）方式である。 

 

（2）事業分類 

市が本施設の設計、建設、維持管理及び運営を行う対価を事業者に支払うサービス購入型であ

る。附帯的事業による収入は、直接事業者の収入となる。 

 

1.5  事業内容 

（1）調査業務 

① 電波障害調査 

② 周辺家屋影響調査 

（2）設計業務 

① 基本設計 

② 実施設計 

③ 設計に係る関連業務 

（3）建設業務 

① 建設工事及びその関連業務 

② 中間検査業務 

③ 備品等設置業務 

④ 図書館資料調達業務 

⑤ 完成検査業務 

⑥ 引渡し業務 

（4）工事監理業務 

（5）維持管理業務 

① 建築物保守管理業務 

② 建築設備保守管理業務 

③ 舞台機構、舞台設備保守管理業務 

④ 備品等保守管理業務 

⑤ 外構施設保守管理業務 

⑥ 清掃業務 

⑦ 植栽管理業務 
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⑧ 警備業務 

⑨ 環境衛生管理業務 

⑩ 修繕業務 

（6）運営業務 

① コミュニティ機能の運営業務 

② ホール機能の運営業務 

③ 芸術創造・ユーモア機能の運営業務 

④ 図書館の運営業務 

⑤ その他の運営業務 

 

1.6  事業スケジュール 

日程 内容 

2004 年６月 実施方針・要求水準書（案）の公表 

2004 年 12 月 特定事業の選定 

2005 年１月 入札説明書等の公表 

2005 年４月 入札及び提案書の受付 

2005 年６月 落札者の決定及び公表 

2005 年７月 仮契約の締結 

2005 年９月 本契約の締結 

2005 年９月～2008 年３月 施設の設計・建設 

2008 年３月 施設の所有権移転 

2008 年４月～2023 年３月 施設の維持管理・運営 

 

1.7  特定事業選定時における評価 

（1）市の財政負担額の縮減効果 

本事業を PFI事業として実施することにより、市が直接実施する場合と比較して、事業期間全体

の財政負担額（特定事業選定時の VFM）が 9.9%程度の削減効果が見込まれた。 

 

（2）公共サービス水準の向上効果 

「特定事業（仮称）プラザノース整備事業の選定について」より、PFI 事業として実施する場合

の定性的評価の結果は次のとおりである。 
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1.8  事業者提案内容 

2005 年４月 26 日までに６グループの応募があり、「鹿島グループ」が優秀提案者として選定し

た。 

 

（1）選定グループ 

■鹿島グループ（以下「事業者」という。） 

 

表 1-2 構成企業一覧 

代表企業 鹿島建設株式会社関東支店 

設計・工事監理 株式会社日本設計 

建設 

鹿島建設株式会社関東支店 

鉄建建設株式会社北関東支店 

スミダ工業株式会社 

株式会社日立製作所北関東支店 

維持管理 

アイル・コーポレーション株式会社 

株式会社クリーン工房 

株式会社 SPD セキュリ A 

図書館運営 株式会社図書館流通センター 

ホール・コミュニティ運営 株式会社 JTB コミュニケーションズ 

SPC 事務管理 
三菱 UFJ リース株式会社 

首都圏リース株式会社 

※構成企業のみ記載 

※事業者名は、提案当時の名称を記載 

■効率的な維持管理・運営の実施  

設計から維持管理・運営まで、また全ての機能を一括して事業者に任せるため、各

業務及び各機能を個別に発注・実施する場合と比較して効率化が図られ、結果として

費用の最小化を視野に入れた整備が可能になる。また、併せて事業者の専門性や創意

工夫が十分に発揮され、最適な維持管理・運営サービスの提供が期待できる。 

■サービス水準の向上 

コミュニティ、ホール及び芸術創造・ユーモア機能の運営に対し民間事業者が有す

る専門的な知識やノウハウを活用することにより、利用者のニーズに対応したサービ

スを柔軟に提供することが期待できる。 

■リスク分担の明確化による安定した事業運営 

本事業の計画段階においてあらかじめ発生するリスクを想定し、その責任分担を市

及び事業者の間で明確にすることによって、問題発生時における適切かつ迅速な対応

が可能となり、事業目的の円滑な遂行や安定した事業運営の確保が期待できる。 

■財政支出の平準化 

市が自ら実施した場合、短期間に市の予算に初期投資費用を計上することになるの

に対し、PFI 事業として実施する場合、サービスの対価として毎年一定額を支払うこ

とから、市の財政支出を平準化することが可能になる。 
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（2）事業実施体制 

 

 

 

※構成企業のみ記載 

※事業者名は、提案当時の名称を記載 

図 1-1 本事業の実施体制図 

 

（3）入札金額及び事業者選定時 VFM 

入札価格：\15,650,402,332（うち消費税及び地方消費税の額：\702,339,673） 

事業者選定時 VFM：17.6% 

 

 

  

直接契約 

サービス提供 施設利用料金 

融資契約 

委託契約 

市 

委託契約 

施設利用者 

ＳＰＣ 

（代表企業：鹿島建設） 

 

■設計・工事監理 

日本設計 
サービス対価の支払 

事業契約 

■建設 

鹿島建設（代表）、 

鉄建建設、スミダ工業、

日立製作所 

■維持管理 

アイル・コーポレーション、 

クリーン工房、 

SPDセキュリ A 

■金融 

埼玉りそな銀行 

委託契約 

■図書館運営 

図書館流通センター 

請負契約 

利用料の納入 

■ホール・コミュニティ運

営 

JTBコミュニケーションズ 

委託契約 

■ファイナンス業務 

三菱 UFJリース 

首都圏リース 
委託契約 
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2. 業務実施状況の整理 

2.1  各業務の実施及び履行状況 

PFI 事業においては、契約が長期にわたることから、外的要因による事業遂行への影響や、当事

者が契約条項を順守できなくなることが危惧される場合、契約に定めのない事項について当事者

間で疑義等、円滑な事業遂行に支障が生じる事態が発生する可能性がある。 

そこで市は、事業者が提供する公共サービスが、要求水準書や事業者提案で示された水準を下

回っていないかどうかを確認し、必要に応じて公共施設の管理者として、要望・指導・命令を実

施することを目的にモニタリングを以下のとおり実施した。また、事業者の業務の履行状況につ

いては、設計、建設、維持管理・運営等の専門的な判断が必要なことから、アドバイザーを活用

した。 

 

（1）モニタリングの実施内容 

① 設計・建設のモニタリング 

市は、事業契約に基づき、適切に設計・建設が行われているかを確認した。具体的には、

設計図書、作業スケジュール、基礎工事施設状況、躯体工事施工状況、設備等の工事状況の

確認のほか、完工時には、設計図書との整合、各種施工関係書類、各種検査結果等を確認し

た。 

 

② 維持管理・運営のモニタリング 

市は、要求水準や事業者提案で示された水準を満たすサービスが提供されているかどうか

確認を行った。具体的には、事業者のセルフモニタリングにより提出される業務報告書を確

認し、現場等を確認した。 

 

③ 財務状況に関するモニタリング 

市は、事業期間にわたり、事業者の財務諸表・独立監査法人の監査報告書等を確認し、事

業者の経営状況を確認した。 

 

④ 事業終了時のモニタリング 

市は、事業者が施設等をどのように維持管理してきたか、施設等をどのような状態で引き

渡すかを確認し、市に引き渡された施設の状況に確認した。 

 

（2）モニタリングの実施結果 

① 設計・建設のモニタリング 

市は事業者が実施した設計・建設等業務を確認した結果、事業契約書第 17 条に規定された

設計の変更及び第 42 条に規定された瑕疵等は発生せず、事業契約に基づき、適切に設計・建

設が行われていることを確認した。 
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② 維持管理・運営のモニタリング 

維持管理・運営期間において、市は事業者に以下の事由について是正勧告を行い、事業者

は以下の通り対応を行った。 

 

表 2-1 市及び事業者の対応事項 

概要 

平成 20 年 12 月時点において、自主事業として、「平成 20 年運営業務計画書」に

おいて計画されているホール系、コミュニティ、芸術創造・ユーモア系事業 60 事

業について、全てが実施される見込みが立っていなかった。 

市の対応 

平成 20 年 12 月に、事業契約書別紙 6「モニタリング及び対価の停止等」、「第 2 

維持管理・運営業務における措置」に基づき、平成 21年 3月までに、ホール系 3事

業、コミュニティ、芸術・創造、ユーモア系事業 60 事業を行うことを勧告した。 

事業者の対応 

市からの改善勧告を受け、事業者は平成 20 年度自主事業変更表を市に提出した。 

平成 20 年度自主事業変更表の内容に基づき、事業者は、平成 20 年度ホール系 3 事

業、コミュニティ、芸術・創造、ユーモア系事業 63 事業を実施した。 

 

施設の維持管理及び保全の状況については、事業者が毎月提出する月次報告書、毎年提出

する維持管理業務に関する事業計画書に基づき、適正に点検、保守、修繕が行われている旨

を確認した。また、設備等に関する問題が生じた際は、不具合箇所への速やかな対応や利用

者からの要望に対して的確な対応等が行われていることを確認した。 

 

表 2-2 月次報告書（一部抜粋） 

 

 

  



8 

 

表 2-3 業務計画書（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

表 2-4 維持管理・運営業務に係るモニタリングレポート（一部抜粋） 
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維持管理・運営期間において、事業者が提供するサービス等が要求水準や事業者提案で示され

た水準に満たしているか確認した結果、市は事業者に、自主事業の実施回数に関する是正勧告を

行ったが、事業者は適切に対応した。その他、事業者が提供したサービスは、要求水準や事業者

提案で示された水準を上回っており、適切に維持管理・運営を実施されていることを確認した。 

 

③ 財務状況に関するモニタリング 

市は、事業期間にわたり事業者の監査報告書を確認した結果、事業開始から事業終了時まで以

下の通り、全て適正意見が表明されていることを確認した。また、各年度の財務諸表を確認した

結果、以下の通り全ての年度において問題がなかったことから、事業者の経営状況は適正である

ことを確認した。 

 

表 2-5 財務状況に関するモニタリングの確認結果 

書類名 確認項目 確認概要 

監査報告書 

（公認会計

士） 

監査手続き 全ての期で以下が明記されており、問題はなかったことを

確認した。 

 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して監査を行ったこと。 

監査結果 

（指摘事項） 

全ての期で以下が明記されており、問題はなかったことを

確認した。 

 財務諸表が、我が国において一般的に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、プラザノースマネジメ

ント株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点に

おいて適切に表示しているものと認める。 

事業報告 会社の現況に 

関する事項 

全ての期で提案時の売上高を上回ることが確認でき、営業

は順調に行われていた。 

株式に関する事項 代表企業を含む構成員全ての出資が行われており、特段問

題はなかった。 

会社役員に関する事項 適切に届出がなされており、特段問題はなかった。 

貸借対照表 資産、負債、 

純資産の各金額 

全ての期で、概ね提案通りの金額となっており、想定外の

変動はなかった。 

不明科目の有無 全ての期で不明科目はなかった。 

異常値の有無 全ての期で異常値はなかった。 

損益計算書 営業損益・ 

営業外損益の部 

営業損益について、全ての期で売上高が提案時を上回り、

順調に推移した。 

不明科目の有無 全ての期で不明科目はなかった。 

異常値の有無 全ての期で異常値はなかった。 

利益の確保 全ての期で特筆すべき事項はなかった。 

株主資本等 

変動計算書 

当期未処理損失 全ての期で特筆すべき事項はなかった。 

個別注記表 特筆事項 全ての期で特筆すべき事項はなかった。 

 

④ 事業終了時のモニタリング 

施設引渡時の建築物、外構、建築設備、舞台設備等の状況については、次のとおり、事業

者が作成した長期修繕計画のセルフモニタリングの結果に基づき、通常消耗や経年劣化等を

除き良好な状態で施設を市に引渡したことを確認した。確認結果等を踏まえると、事業者は

事業期間にわたり、適切に予防保全及び事後保全を組合わせた維持管理を行っていたと考え
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る。 

 

表 2-6 事業終了時における施設設備等の確認結果（一部抜粋） 

 

 

 

（3）評価された提案内容の事業実施結果 

本事業において事業者選定時に評価された事業者提案に基づき、事業者は次のとおり業務を履

行した。 

 

表 2-7 施設の整備及び維持管理に関する事項 

評価項目 評価された提案 履行内容 

施設全体の設計趣旨 

内部の活動の発信に配慮した外観、しま
しま公園との一体性の高い市民広場が高
く評価された。また、東側の街路に対す
る景観の工夫、宮原地区景観整備方針に
良く則った計画などが評価された。 

本施設全体は、事業者提案
で示された整備計画方針に
基づき設計された。 

計画地全体の配置計画及び動
線計画 

各機能の関係性、一般利用者の車両動
線、駐車場及び東側商業施設からの歩行
者動線が高く評価された。また、アトリ
ウムを中心とした配置などが評価され
た。 

事業者提案で示された施設
配置及び動線計画となっ
た。 

施設内動線とゾーニング計画 

芸術創造ユーモア機能、図書館の配置に
ついて高く評価された。また、コミュニ
ティ機能、ホール機能、区役所の配置も
評価された。 

事業者提案で示された、施
設内動線及びゾーニング計
画となった。 

各機能の建築計画（コミュニ
ティ機能、ホール機能、芸術
創造・ユーモア機能）※舞台
設備、備品整備を含む 

他の機能と連携性の高いコミュニティ機
能の諸室、多くの利用形態に対応したノ
ースギャラリー、市展開催に対する関係
諸室の一体的利用が高く評価された。ま
た、ホールのホワイエの機能性、搬入空
間と搬入動線、ホールのトイレの工夫な
どが評価された。 

搬入空間、搬入動線及びホ
ールのトイレについては、
市と事業者との協議の結
果、一部、建築計画を変更
した。 
コミュニティ機能、ホール
機能、芸術創造・ユーモア
機能のその他の建築計画に
ついては、事業者提案で示
された通りとなった。 

各機能の建築計画（図書館機
能・北区役所機能、共用部
分、その他部分）※備品整備
を含む 

図書館の計画、区役所の計画、共用部分
の計画、その他部分の計画、ネット配信
のAVシステム、外構計画（植栽、サイ
ン、噴水等）など全般的に評価された。 

図書館機能、区役所機能の
建築計画については、事業
者提案で示された通りとな
った。 

各機能の建築計画（建築設備 設備計画についての安全性・信頼性確保 各機能の建築計画について
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評価項目 評価された提案 履行内容 

計画、構造計画） の提案、省エネルギーに関する提案の多
様性と有効性、免震装置の採用が、高く
評価された。また、管理のしやすさ、需
要変化への対応に関する提案などが評価
された。 

は、事業者提案で示された
通りとなった。 

設計・建設業務の提案 

建設業務の安全性の確保に関する提案に
ついて高く評価された。また、設計体
制、設計と建設の品質確保の提案、近隣
への配慮について評価された。 

事業者提案に基づき、設
計・建設業務の安全性及び
品質確保に資する様々な取
組が実施された。 

維持管理業務の業務内容及び
業務品質の確保の提案 

建物劣化診断、引渡時の品質確保の提案
について高く評価された。また、セルフ
モニタリング、構成員企業による支援、
緊急時対応、光熱水費抑制の取組み、エ
ネルギー調達の工夫、トイレ管理の工
夫、地域との連携などについて評価され
た。 

事業者提案に基づき、維持
管理業務の品質確保に資す
る様々な取組が実施され
た。 

維持管理業務の業務効率化の
提案 

省力化に関して具体的かつ有効な提案が
多くなされている点について、高く評価
された。また、業務のシステム化、その
他の提案などについて評価された。 

事業者提案に基づき、維持
管理業務の効率化に資する
様々な取組が実施された。 

 

表 2-8 施設の運営に関する事項 

評価項目 評価された提案 履行内容 

事業者の運営業務全般につい
ての提案 

多彩なパートナーの確保が高く評価され
た。また、ワンストップサービスの提
供、交流スペースの企画、安定性・確実
性ある運営体制の提案の具体性、人材育
成の方策、イベントごとの運営マニュア
ルの作成とデータベース化、個人情報保
護の提案、地域文化活用の提案、シルバ
ー人材の活用などが評価された。 

事業期間にわたり、事業者
が提案した施設全体の運営
方針に基づいた、運営が適
切に実施された。 

コミュニティ機能、ホール機
能、芸術創造・ユーモア機能
における「市の事業（企画事
業）」についての提案（コミ
ュニティ機能における各諸室
等活用業務、ホール機能にお
けるホール活用業務、芸術創
造・ユーモア機能における各
諸室等活用業務） 

実施内容のうちコミュニティ機能、ホー
ル機能、芸術創造・ユーモア機能それぞ
れの実施内容と実施スケジュールなどが
高く評価された。また、基本的な考え
方、年間事業の締めくくりのフェスタの
開催などが評価された。 

事業期間にわたり、事業者
が提案した各機能の企画事
業が適切に実施された。 

コミュニティ機能、ホール機
能、芸術創造・ユーモア機能
における「市の事業（企画事
業）」及び「共通運営業務」
以外の業務についての提案 
（コミュニティ機能・ホール
機能の情報提供業務、市内他
施設との連携協力業務、コミ
ュニティ機能におけるコミュ
ニティ活動支援、各種活動支
援及び市の施策支援業務、芸
術創造・ユーモア機能の、ユ
ーモア３事業の実施業務、資
料収集業務、資料の著作権管
理業務） 

実施についての基本的考え方の点で学校
との連携による文化育成プログラム、ユ
ーモア３事業の実施の点でアジア漫画
展、ユーモアフォトコンテスト及び国際
漫画フェスティバルそれぞれの実施内
容、ユーモア機能の市の主催事業の調整
業務の点でサテライト会場としての利用
推進などが高く評価された。 

事業期間にわたり、事業者
提案の各機能の基本的な考
えに基づき、適切に実施さ
れた。 
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評価項目 評価された提案 履行内容 

コミュニティ機能、ホール機
能、芸術創造・ユーモア機能
の「共通運営業務」について
の提案（利用受付関連業務、
施設貸出業務、使用料徴収代
行業務、PR等情報提供業務、
友の会業務、調査・評価業
務、その他業務） 

利用者数・入場者数・稼働率等の明確な
数値目標の設定し、それに基づく具体的
営業活動プランの策定などが高く評価さ
れた。また、PRに関する多様な提案など
が評価された。 

事業期間にわたり、共通運
営業務に関する具体的な行
動目標を設定し、それに基
づき、各機能の運営業務が
実施された。 

図書館の運営についての提案 

運営体制、個人情報保護方策、全国ネッ
トワークの活用、サービス意識の向上
策、利用者の促進策、広報活動、レファ
レンスの充実、トラブル対応や先端技術
の利用などが評価された。 

事業期間にわたり、事業者
提案に基づき、適切に図書
館の運営が実施された。 

その他部分についての提案 

休憩コーナーや情報室コーナー等の諸室
の運営、駐車場運営、急病等への対処と
しての資格者配置、他施設FAQデータベ
ースの活用及び問合せ内容等のデータベ
ース化について高く評価された。また、
災害への対応、情報システムトラブル時
の対応体制などが評価された。 

事業期間にわたり、各運営
業務に有資格者を配置して
いた。また、本施設利用者
の問い合わせ内容等に関す
るデータベース等を運営業
務に活用された。 

附帯的事業の運営についての
提案 

事業者の自主事業の点では実施の基本的
な考え方、コミュニティ、ホール及び芸
術創造・ユーモア機能それぞれの実施内
容、施設使用料等の金額、附帯的事業の
リスク分離策の点では事業実施企業への
自主事業及び民間収益事業の収入増減リ
スクの移転などが高く評価された。 

自主事業の収支計画と収支
実績が乖離している年度も
あったが、事業期間にわた
り、適切に自主事業が実施
された。 

 

表 2-9 事業計画に関する事項 

評価項目 評価された提案 履行内容 

事業実施の基本方針 

基本的な考え方、グループの基本方針及
び方策、運営企業からの統括管理責任者
（代表取締役、常駐）の派遣などが高く
評価された。 

事業期間にわたり、運営企
業の従業員が統括管理者と
して派遣された。 

財務の健全性と安全性の確保
についての提案 

配当方針、資金不足時の対応方策が高く
評価された。また、出資比率の考え方、
金融機関との協議内容、資金管理などに
ついて評価された。 

事業期間にわたり、本事業
に係る資金の不足に陥るこ
とはなかった。また、事業
期間にわたり、事業者提案
の方針に基づき、配当され
ていた。 

リスク管理についての提案 

運営期間におけるバックアップの考え
方、各種保険の付保が高く評価された。
また、設計建設期間のバックアップの考
え方と保険の付保などが評価された。 

事業期間にわたり、事業者
が提案した保険が付保され
ていた。 

地域の活性化についての提案 

地元企業の構成員としての参画、地域に
根ざした有識者・団体等とのパートナー
シップの確立について高く評価された。
また、地域の人材活用における雇用比率
の明記、地域資材調達の比率の明記など
が評価された。 

本事業の構成員11社のう
ち、８社の地元企業が参画
していた。また、パートナ
ーシップを確立した団体等
の半数以上が本事業に関与
していた。 
地域人材活用比率及び地域
資材調達比率については、
事業者が提案した比率を概
ね達成していた。 
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2.2  施設の利用状況 

（1）コミュニティ施設 

2008 年度から 2013 年度にかけて施設利用件数及び施設利用率（以下、「利用率＝年間利用日数/

年間利用可能日数」とする。）は増加傾向にあり、2011 年以降（新型コロナウイルス感染拡大防止

措置として発令された緊急事態宣言に伴う、施設の臨時休館があった 2020 年を除く）は、年間の

施設利用件数は 10,000件以上、施設利用率は 75％程度となっている。 

 

図 2-1 コミュニティ施設の利用件数 

 

 

図 2-2 コミュニティ施設の利用率 
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（2）ホール施設 

2008 年度から 2016 年度にかけて施設利用件数及び施設利用率は増加傾向であり、2011 年以降

（新型コロナウイルス感染拡大防止措置として発令された緊急事態宣言に伴う、施設の臨時休館

があった 2020 年を除く）は、年間の施設利用件数は 6,000 件程度、施設利用率は 80％程度となっ

ている。 

 

 

図 2-3 ホール施設の利用件数 

 

 

図 2-4 ホール施設の利用率 
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（3）芸術創造・ユーモア施設 

2008年度から 2016年度にかけて施設利用件数及び施設利用率は増加傾向であり、2015年度以降

（新型コロナウイルス感染拡大防止措置として発令された緊急事態宣言に伴う、施設の臨時休館

があった 2020 年を除く）は、年間の施設利用件数は 4,000 件程度、施設利用率は 50％程度以上と

なっている。 

 

 

図 2-5 芸術創造・ユーモア施設の利用件数 

 

 
図 2-6 芸術創造・ユーモア施設の利用率 
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（4）運営施設全体（コミュニティ、ホール、芸術創造・ユーモア施設） 

2008 年度から 2019 年度にかけて、施設全体の利用件数及び施設利用率は増加した。新型コロナ

ウイルス感染拡大防止措置として発令された緊急事態宣言に伴い、施設の臨時休館があった 2020

年度は施設利用件数及び施設利用率は大きく下がったものの、2021 年度以降はコロナ過前の水準

に回復した。 

 

 

図 2-7 コミュニティ機能、ホール機能、芸術創造・ユーモア機能の合計利用件数 

 

 

図 2-8 コミュニティ機能、ホール機能、芸術創造・ユーモア機能の合計利用率 
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（5）図書館 

来館者数及び書籍貸出数は 2010 年度をピークに減少傾向に転じており、2019 年度の来館者数は、

2010年度の来館者数と比較すると約 20%減の 6.5万人となった。 

文部科学省が公表した「令和３年度社会教育統計の公表について」によると、都道府県・市町

村が所管している１施設当たりの図書館利用者数及び国民一人当たりの貸出冊数及び総貸出冊数

は、2010 年度（平成 22 年）をピークに減少傾向にあり、本施設と同様の傾向にある。また、後述

する図 2-16のとおり、市内の図書館来館者数の推移についても、同様の傾向にある。 

インターネットが急速に普及したことによる新しいメディアによる情報収集、情報検索手段の

多様化等が、来館者数減少の要因と考えられる。以上より、本施設の図書館への来館者数減少は、

事業者に起因するものではないと考えられる。 

 

 

図 2-9 図書館の来館者数 
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図 2-10 書籍貸出数 

 

 

 

出典：文部科学省「令和３年度社会教育統計の公表について」 
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（6）類似施設との比較 

① コミュニティ機能、ホール機能、芸術創造・ユーモア機能 

本施設と市内の類似機能を有する施設の直近 15 年度間の利用率、利用件数及び利用人数は、

次の通りである。本施設のホール機能の利用率は事業期間にわたり、類似施設と同程度であ

るが、コミュニティ機能及び 2013 年度以降の芸術創造・ユーモア機能の利用率は類似施設と

比較して高い結果となっている。 

また、本施設のコミュニティ機能、ホール機能、芸術創造・ユーモア機能の利用件数は、

類似施設と比較すると供用開始年度を除き、高い結果となっている。 

 

 

図 2-11 市内類似施設（コミュニティ機能）の利用率 
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図 2-12 市内類似施設（ホール機能）の利用率 

 

 

図 2-13 市内類似施設（芸術創造・ユーモア機能）の利用率 
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図 2-14 市内類似施設（コミュニティ機能、ホール機能、芸術創造・ユーモア機能合計）の利用率 

 

 

図 2-15 市内類似施設（コミュニティ機能、ホール機能、芸術創造・ユーモア機能）の利用人数 
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② 図書館 

本施設及び市内の同規模程度の図書館の来館者数は次の通りである。本施設（北図書館）

は、事業期間にわたり、市内の同規模程度の図書館と比較して、多くの市民に利用されてい

た。 

 

 

図 2-16 市内類似規模図書館の来館者数 

 

 

 

 

図 2-17 市内類似規模図書館の書籍貸出数 
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2.3  施設利用者の評価 

本施設来館者を対象に幅広く意見を集め、利用者の視点に立ったサービスの提供や、利用者満

足度の向上を図ることを目的に 2013年度から 2022年度に実施したアンケート調査結果を示す。な

お、2008 年～2012 年度に実施したアンケート調査については、実施年度によってアンケートの質

問項目及び回答項目等が異なるため、本評価の対象外とする。 

（1）アンケート調査の概要 

調査対象：プラザノース来館者 

調査方法：プラザノース総合インフォメーションカウンター、ユーモアスクエア、駐車場出入

口にアンケート調査票及び回収箱により回収 

実施期間：2013年４月１日～2022年３月 31日（休館日を除く） 
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（2）アンケート調査結果 

① 本施設の利用目的 

本施設の利用目的について、利用者の 4割程度が図書館、次いで 1割程度が北区役所及び貸出施設での催し等を目的としている。 

 

図 2-18 プラザノースの利用目的 
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② スタッフの対応についての満足度 

スタッフの対応についての満足度については、直近２年度においては、4.0 点を超えており、

高い満足度が得られたと考えられる。 

2020 年度以降は、「普通」の評価が減少し、「非常に良い」、「良い」の評価が増加している。 

 

 

図 2-19 スタッフの対応についての満足度 

 

スタッフの対応についての満足度が「悪い」、「非常に悪い」と回答したと考えられる利用

者の意見及び事業者の対応方法について、抜粋して掲載する。次表の通り、事業者は利用者

の意見に対し、真摯な対応を図った。 

 

表 2-10 スタッフの対応に対する利用者意見及び対応方法 

「悪い」、「非常に悪い」と回答したと 

考えられる利用者の意見 
対応方法 

図書館側の２階通路ですが、大きな声で話して歩く

人が何人も見られます。「静かに」という看板をよ

り目立つようにおいていただければと思います。 

既存の掲示物のサイズを、より目立つように

Ａ４からＡ３へ変更した。 

利用客の子どもが出入口などで騒ぎ通行人が迷惑す

ることがあった。又は、その親たちがおしゃべりに

夢中になり、通路の邪魔であった。 

交流スタジオを利用されていた団体。 

室内に設置してあるリールパーテーションで

部屋の前に見学スペースを設け、その範囲内

で見学いただくようお伝えした。 

・図書館ＰＣコーナーで、ケイタイをマナーモード

にせず、着信が鳴りっぱなし。職員は見て見ぬふり 

ＩＴコーナーにおいても館内閲覧席と同様の

利用マナーへの協力をお願いしている。 
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③ 館内の案内表示についての満足度 

館内の案内表示についての満足度は、2016 年度から 2018 年度は、減少傾向にあったが、

2019 年度以降は 4.0 点程度を推移している。2018 年度に遊戯室等の案内表示の強化等が満足

度の上昇の要因と考えられる。 

 

 

図 2-20 館内の案内表示についての満足度 

 

館内の案内表示についての満足度が「悪い」、「非常に悪い」と回答したと考えられる利用

者の意見及び事業者の対応方法について、抜粋して掲載する。次表の通り、事業者は利用者

の意見に対し、真摯な対応を図った。次表の通り、事業者は利用者の意見に対し、真摯な対

応を図った。 

 

表 2-11 館内の案内表示に対する利用者意見及び対応方法 

「悪い」、「非常に悪い」と回答したと 
考えられる利用者の意見 

対応方法 

駐車場の案内係がろくに誘導せず、白線を踏むな
とか、前向き駐車だとか注意ばかりする。誘導し
空きスペースを教えるために案内係がいるのでは 

駐車場西側は、近隣住民配慮として前向き
駐車としている。後ろ向き駐車等には継続
してご案内サービスに努めていく。 

立体駐輪場について、要望。 
①縞鋼板の傾斜を緩くする。②縞鋼板の横幅を広
くする。5 台分の巾よりプラス 500ｍｍ位。自転車
の出し入れ時横に踏み外し足を損傷した。最適は
平地に設置するのが望ましい 

ご意見として承る。ラックのない平地の駐
輪場もあるため、そちらのご利用をお願い
したい。 

駐車場発券機（ゲート）こえて最初の曲がり口
は、出口専用→進入禁止ともっとハッキリ書いた
らどうですか？  

ご意見として承った。 
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④ 清潔感についての満足度 

清潔感についての満足度については、全ての期間において、4.0 点以上を推移しており、

2021年度及び 2022年度は「非常に良い」の評価が 70％程度であり、全体として、高い満足度

が得られたと考えられる。 

 

 

図 2-21 清潔感についての満足度 

 

清潔感についての満足度が「悪い」、「非常に悪い」と回答したと考えられる利用者の意見

について抜粋し、意見及び事業者の対応方法について掲載する。次表の通り、事業者は利用

者の意見に対し、真摯な対応を図った。 

 

表 2-12 清潔感に対する利用者意見及び対応方法 

「悪い」、「非常に悪い」と回答したと 

考えられる利用者の意見 
対応方法 

掃除の方の雑巾臭がひどいです。全然掃除にな
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清掃スタッフに意見を伝え周知した。 

床の汚れが酷い。染みがあったりして、ガステ
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まう。 
・フライパン用の蓋が欲しい。 
・テーブルの換気扇がカラカラ鳴っています 
（キッチンスタジオ利用者） 

・フライパン、フライ返しの状態を確認、更新
した。 
・蓋については、ご意見として承った。 
・換気扇状態確認したが異常は見られず、様子
を見ることとした。 
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⑤ 館内設備についての満足度 

館内設備についての満足度については、全ての期間において、4.0 点程度を推移しており、

2021年度及び 2022年度は「非常に良い」の評価が 60％程度であり、全体として、高い満足度

が得られたと考えられる。 

 

 

図 2-22 館内設備に関する満足度 

 

館内設備についての満足度が「悪い」、「非常に悪い」と回答したと考えられる利用者の意

見及び事業者の対応方法について、抜粋して掲載する。次表の通り、事業者は利用者の意見

に対し、真摯な対応を図った。 
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表 2-13 館内設備に対する利用者意見及び対応方法 

「悪い」、「非常に悪い」と回答したと 

考えられる利用者の意見 
対応方法 

フリースペース（ロビー、テーブル・椅子のあるスペー

ス）に電源（PC用のコンセント）が欲しいです！あると

とても便利ですし、せっかく WiFi の電波が飛んでいる

のですから勿体ないと思います。スマホやその他の通信

機器の充電にも使えると思いますので、ご検討をお願い

します。 

ご意見として承った。 

いつ来館しても椅子が長時間居る方で埋まっていて、利

用できずちょっとご飯を食べたり、休みたくても座れな

いので、もっと椅子を増やしてほしいです。 

利用の多い土日祝日は別途注意喚起の掲

出を行っているが、お盆などの長期連休

についても今後掲出を行う。 

個別の部屋（勉強ができる場所）か勉強机に仕切りをつ

けてほしい。 

同じような要望があった場合、施設内の

書斎席（有料等の条件も含め）が利用で

きることをご案内している。 

身障者用トイレの便座冷たい、ウォシュレットの水が出

ない。 

2/9ウォシュレット故障確認 2/12メーカ

ー分解、修理不能判断 2/18 更新した。 

（駐車場側の）入口を入って左の「車イス利用の方はこ

のボタンを押してください」のボタンの位置が高いよう

に思う。車イス乗車している人が使うわけではないから

問題ないのだろうか？館内車イス利用者が 1 人で来るこ

とは少ないから問題ない？高齢者や背が低い、肩（手）

が上がらない、腰が曲がっている…人には少し高いよう

に思う。リハビリテーション医です。 

ボタン位置調整を調整した（15cm 程下

へ移動）。 
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⑥ 利便性・アクセスについての満足度 

利便性・アクセスについての満足度については、全ての期間において、4.0 点程度を推移し

ており、2021年度及び 2022年度は「非常に良い」の評価が 60％程度であり、全体として、高

い満足度が得られたと考えられる。 

 

 

図 2-23 アクセス・利便性についての満足度 

 

利便性・アクセスについての満足度が「悪い」、「非常に悪い」と回答したと考えられる利

用者の意見及び事業者の対応方法について、抜粋して掲載する。次表の通り、事業者は利用

者の意見に対し、真摯な対応を図った。 
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表 2-14 利便性・アクセスに対する利用者意見及び対応方法 

「悪い」、「非常に悪い」と回答したと 

考えられる利用者の意見 
対応方法 

図書の返却に関して、車に乗ったまま返却できるド

ライブスルー返却ＢＯＸがあると助かります 
ご意見として承った。 

駐車場に入る時に駐車券を取るのですが、左ハンド

ルの車だと降りて取らなければなりません。機械を

左側にも設置するか、近くに誘導の警備員が突っ立

っているので気を回してくれるとありがたいです。 

ご意見として承った 

駐車場入口すぐに警備員さんの立っているところに

進入禁止マークを付けてほしいです。警備員さんが

いらっしゃるときは良いのですが、いらっしゃらな

い時に車がどんどん入ってきて困ります。よろしく

お願いします。 

ご意見として承った。 
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⑦ 総合的な満足度 

各満足度調査の平均値である総合的な満足度について、事業期間にわたり最も高い割合で

「非常に良い」の評価を得ていること、「非常に良い」、「良い」の割合が 70%を超えており、

総合的に高い評価となっている。 

 

図 2-24 総合的な満足度 
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3. 定性的及び定量的評価 

3.1  基本的な考え方 

「さいたま市 PFI 等活用マニュアル（改訂版）」では、事業終了時に VFM の事後評価を行うこと

が示されている。また、モニタリング結果に基づき、PFI 等事業についての事後評価報告書を作成

する旨が示されている。本業務においても「さいたま市 PFI 等活用マニュアル（改訂版）」に従い

事後評価を実施することとし、モニタリングの結果等をまとめ、分析を行うこととする。 

 

 

出典：さいたま市「さいたま市 PFI 等活用マニュアル（改訂版）」平成 30 年 3 月 

  

７ 事業の終了 

定められた事業期間が終了した場合は、建物の明渡し等、契約で定めた資産の取扱いに

則った手続きを実施します。 

なお、所管課は VFM の事後評価を行うとともに、当該事業に関わる記録を一括して記

録・保存しておく必要があります。 

 

（３）事後評価報告書の作成・公表 

事業終了時のモニタリング結果に基づき、PFI 等事業についての事後評価報告書を作成

します。事後評価報告書については、議会に報告を行うとともに、市ホームページで公表

するものとします。 
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3.2  実施体制 

PFI 事業の事後評価に関する実施体制について、内閣府「PFI 事業の事後評価等に関する基本的

な考え方」では、評価に客観性及び中立性を確保するとともに、既存のモニタリングデータを活

用して効率的に実施すること、次期事業スキーム検討の参考とするため、事業者からの意見聴取

を行うことが挙げられている。 

 

〇実施体制等 

（１） 評価にあたっては、外部有識者へのヒアリングなど行うことにより評価に客観性及び

中立性を確保することが望ましい。特に、定性的評価などで有効と考えられる。  

（２） モニタリングデータや既存の外部有識者会議及び庁内検討体制をできる限り活用する

などし、効率的かつ継続可能な情報収集や評価体制を整備することが重要である。過

度にコスト等をかけることを避け、職員が自ら実施できる体制・手続きを構築するこ

とが望ましい。  

（３） 評価にあたっては、公平性を期すとともに、今後の事業スキームの構築等の参考とす

るため、当該事業を実施した民間企業からの意見も聴取することが有効である。 な

お、民間企業から意見を聴取するにあたっては、外部有識者が直接聴取するなどによ

り、中立性が担保されるよう配慮がなされる必要がある。  

（以下略） 

出典：民間資金等活用事業推進委員会事業推進部会 

「PFI 事業の事後評価等に関する基本的な考え方 P2」令和 2 年 2 月 

 

本事業の事後評価の実施体制は、市がアドバイザーに事後評価業務を委託する形で実施してい

る。具体的には、アドバイザーが市と調整しながら事後評価結果を取りまとめた。また、外部有

識者へ事後評価結果に関する意見を聴取し、本書をとりまとめた。 

 
図 3-1 事後評価の実施体制図 
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3.3  評価項目の考え方 

事後評価では、前述のとおり、PFI 手法を導入することの目的の達成を評価するための項目を検

討する必要がある。したがって、まず本事業に PFI手法を導入の目的、すなわち、どのような効果

が期待されていたかを整理する。 

 

（1）特定事業の選定について 

特定事業の選定において、PFI 手法として、実施することにより期待された効果は、「効率的な

維持管理・運営の実施」、「サービス水準の向上」、「リスク分担の明確化による安定した事業運営」、

「財政支出の平準化」である。 

 

出典：さいたま市 

「特定事業（（仮称）プラザノース整備事業）の選定について P3」平成 16 年 12 月 

 

（2）さいたま市 PFI等活用指針 

「さいたま市 PFI等活用指針」では、PFIに期待された効果は以下の３つが挙げられている。 

①コストの削減 

PFI等手法を活用することにより、設計、建設、維持管理、運営といった各業務を一括で委託す

ることができるようになるため、事業全体での裁量に基づく民間の創意工夫が見込め、トータルコ

ストの削減が期待できます。 

②サービスの質の向上 

個別に仕様を定めるのではなく、性能発注を行うことによって、民間のノウハウを活かした創意

工夫の余地が大きくなるため、サービスの質が向上する可能性があります。 

③地域の活性化 

民間事業者が参画する領域が広がるため、新たなビジネス機会の拡大や雇用の創出が期待できま

す。また、公有地や公共施設等の活用が積極化することにより、地域の賑わいが創出される可能性

もあります。 

出典：さいたま市「さいたま市ＰＦＩ等活用指針（改訂版）P4」平成 30 年 3 月 

 

■効率的な維持管理・運営の実施  

設計から維持管理・運営まで、また全ての機能を一括して事業者に任せるため、各業務

及び各機能を個別に発注・実施する場合と比較して効率化が図られ、結果として費用の最

小化を視野に入れた整備が可能になる。また、併せて事業者の専門性や創意工夫が十分に

発揮され、最適な維持管理・運営サービスの提供が期待できる。 

■サービス水準の向上 

コミュニティ、ホール及び芸術創造・ユーモア機能の運営に対し民間事業者が有する専

門的な知識やノウハウを活用することにより、利用者のニーズに対応したサービスを柔軟

に提供することが期待できる。 

■リスク分担の明確化による安定した事業運営 

本事業の計画段階においてあらかじめ発生するリスクを想定し、その責任分担を市及び

事業者の間で明確にすることによって、問題発生時における適切かつ迅速な対応が可能と

なり、事業目的の円滑な遂行や安定した事業運営の確保が期待できる。 

■財政支出の平準化 

市が自ら実施した場合、短期間に市の予算に初期投資費用を計上することになるのに対

し、PFI事業として実施する場合、サービスの対価として毎年一定額を支払うことから、

市の財政支出を平準化することが可能になる。 
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（3）PFI事業の事後評価等に関する基本的な考え方 

「PFI 事業の事後評価等に関する基本的な考え方」では、事後評価における一般的な評価項目と

して、以下の５つが挙げられている。 

①事業目的の達成状況及び契約内容の履行状況（VFM、要求水準や事業者提案の達成状況、管理

者等の担当者へのヒアリングなど）  

②SPCの経営状況（SPC の決算報告書の確認など）  

③施設の利用状況（利用者数、施設利用率など）  

④利用者の評価等（利用者の満足度調査結果、苦情件数など）  

⑤その他の効果（コミュニティ活動の促進、地元企業の成長支援など） 

出典：民間資金等活用事業推進委員会事業推進部会 

「PFI 事業の事後評価等に関する基本的な考え方 P3」令和 2 年 2 月 

 

（4）評価項目 

「特定事業の選定」において、市は「効率的な維持管理・運営の実施」、「サービス水準の向上」、

「リスク分担の明確化による安定した事業運営」、「財政支出の平準化」を期待して、本事業に PFI

手法を導入したことから、これらを事後評価の評価項目とする。加えて、「さいたま市 PFI 等活用

指針」及び「PFI 事業の事後評価等に関する基本的な考え方」で示されている「地域の活性化」に

ついても、評価項目とする。 

「サービス水準の向上」、「リスク分担の明確化による安定した事業運営の評価」、「財政出の平

準化」、「地域の活性化」については、モニタリングの内容や市及び事業者の意見等を踏まえた定

性的な評価が必要と考えられる。これらの項目については、定性的評価にて評価を行う。 

「効率的な維持管理・運営」については、事業者選定後の VFMと実際の支払金額や物価変動を反

映した事業終了時の VFMの比較が必要と考えられる。この項目については、定量的評価にて評価を

行う。 

 

表 3-1 事業評価における評価項目 

特定事業選定時に 

期待されていた効果 
さいたま市 PFI 活用指針 

PFI 事業の事後評価等に 

関する基本的な考え方 
評価方法 

サービス水準の向上 サービスの質の向上 
施設の利用状況 

利用者の評価等 
定性的評価 

リスク分担の明確化によ

る安定した事業運営 

良質で低廉な公共サービ

スの提供 

事業目的の達成状況及び契

約内容の履行状況 

SPC の経営状況 

定性的評価 

財政支出の平準化 - - 定性的評価 

- 地域の活性化 その他の効果 定性的評価 

効率的な維持管理・運営 コストの削減 VFM 定量的評価 
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3.4  定性的評価 

（1）定性的評価の考え方 

前述のとおり、定性的評価では、「サービス水準の向上」、「リスク分担の明確化による安定した

事業運営の評価」、「財政支出の平準化」、「地域の活性化」の項目が達成されたかについての検証

を行う。検証にあたっては、以下に示す評価指標について、前述までの結果に加えて、市の担当

者及び事業者への実施状況のヒアリング等を基に達成状況を確認した。 

 

表 3-2 評価項目に対する評価指標 

評価項目 評価の視点 評価指標 

サービス水準の向上 

・民間事業者のノウハウや創意工夫の発揮 

・利用者のニーズに対応したサービスの提供 

・利用者の評価 

・プラザノースの利用件数及び

利用率 

・北図書館の来館者数 

・プラザノース利用者の満足度 

リスク分担の明確化

による安定した事業

運営 

・事業目的の達成状況及び契約内容の履行状

況 

・SPC の経営状況 

・モニタリングの結果 

・事業者の管理運営状況の評価 

・官民のリスク分担 

財政支出の平準化 ・財政支出の平準化 ・年度毎の市の財政支出額 

地域の活性化 
・新たなビジネス機会の拡大や雇用が創出 

・地域の賑わいの創出 

・構成企業の地元企業数 

・維持管理・運営業務に係る市

内在住者の従業員 

・年間来館者数 

 

（2）評価指標の確認結果 

① サービス水準の向上 

a． プラザノースの利用件数及び利用率 

2.2（1）のとおり、コミュニティ施設の利用件数については、供用開始年度である 2008 年

度から 2013 年度までは増加に転じており、2011 年以降 1 万件～1.1 万件を推移している。

2022年度の利用率については、供用開始２年度目と比較すると 10%程度増加している。また、

2.2（2）、（3）のとおり、ホール施設及び芸術創造・ユーモア施設の利用率については、運営

開始年度である 2008 年度から 2016 年度まで増加に転じている。2022 年度の利用率について

は、供用開始２年度目の利用率と比較すると、ホール施設については 15%程度、芸術創造・ユ

ーモア施設については 30%程度増加している。 

そして、2.2（6）のとおり、本施設における各機能の利用件数合計は市内の類似施設と比

較すると、供用開始年度を除き高い結果となっている。 

b． 図書館の来館者数 

2.2（5）のとおり、本施設の図書館の来館者数は 2010 年度をピークに減少傾向であるが、

全国的な傾向であることから、事業者に起因するものではないと考える。また、2.2（6）の

とおり、本施設の図書館の来館者数は、市内の同規模程度の図書館と比較して、事業期間に

わたり多くの市民に利用されていた。 

 

c． プラザノース利用者の満足度 

2.3 のとおり、本施設の利用者へのサービス等に関する満足度調査結果において、事業期間
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にわたって比較的安定した推移であり、2022 年度は 2008 年と比較すると全ての項目の満足度

が高い結果であった。また、利用者から不満の意見が挙げられた際は、事業者は真摯に対応

しており、事業者満足度向上に努めていた。 

 

② リスク分担の明確化による安定した事業運営 

a． モニタリングの結果 

(a) 設計・建設のモニタリングの結果 

2.1.（2）①のとおり、市は設計・建設のモニタリングを実施した結果、事業者が実施した

設計・建設業務は適切に行われていることを確認した。 

(b) 設計・建設のモニタリング 

2.1.（2）②のとおり、市は維持管理・運営のモニタリングを実施した結果、市は事業者に

是正勧告を行ったが、事業者は適切に対応した。その他、事業者が実施した維持管理・運営

業務は、適切に実施されていることを確認した。 

(c) 財務のモニタリングの結果 

2.1.（2）③のとおり、市は財務のモニタリングを実施した結果、事業期間にわたり、事業

者の経営状況は適正であったことを確認した。 

(d) 事業終了時のモニタリングの結果 

2.1.（2）④のとおり、事業者は、適切に予防保全及び事後保全を組合わせた維持管理を行

っていたことから通常消耗や経年劣化等を除き良好で施設を市に引渡したことを確認した。 

 

b． 事業者の管理運営状況の評価 

市の指定管理者制度を導入している施設では、「指定管理者の管理運営状況の評価について」

として、年度途中の履行状況、事業報告書等の結果に基づき、年度終了後に各施設所管課に

おいて評価を行っている。 

管理・運営期間にわたって、指定管理者評価の総合評価は B評価であり、適正な管理が行わ

れていると評価した。 

 

指定管理者による公の施設の管理運営状況に係る評価について 

各施設所管課は、市民の平等利用・市民サービスの向上・利用促進等に関する取組、経費の削減

に関する取組、適正な管理運営の確保に対する取組などの観点から評価を行い、評価結果を指定管

理者に知らせます。 

指定管理者も同様に自己評価を行い、施設所管課・指定管理者の間で意見交換を行った後、評価

結果を確定します。評価については、次の 4 段階による総合評価を行っています。 

評点 達成状況 

A 特に優れている 

B 適正な管理が行われた 

C さらなる努力が必要である 

D 不適切な管理運営項目があり、改善すべきである 
 

出典：さいたま市 HP「指定管理者の管理運営状況の評価について」令和 5 年 8 月 31 日更新 
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c． 官民のリスク分担 

事業期間にわたりリスクが顕在化しなかったこと、大きな課題が生じていないことから、

事業計画時に設定されたリスク分担は想定されるリスクの種類及び内容が網羅されており、

官民で適切にリスクを分担できたと考える。 

 

③ 年度毎の市の財政支出額 

施設引渡し時に補助金や起債等等を活用して一括で支払うことを想定していた施設整備費

の 45%（サービス購入料 A）を除いた施設整備費については、当初の想定通りに平準化払いが

実施されていることから、市の財政支出の平準化が達成された。 

 

④ 地域の活性化 

a． SPCの構成員の地元企業数 

SPC の構成員 11 社のうち８社が市内に本社又は支店を置くなど、事業者は施設の整備業務

及び維持管理・運営業務において、市内の企業を積極的に活用していた。 

 

表 3-3 市内に本店や支店を置く企業 

業務区分 企業名 事業所区分 

建設 鹿島建設株式会社 支店 

建設 鉄建建設株式会社 支店 

建設 スミダ工業株式会社 本社 

建設（設備工事） 株式会社日立製作所 支店 

維持管理 アイル・コーポレーション株式会社 本社 

維持管理 株式会社クリーン工房 本社 

警備 株式会社 SPD セキュリ A 本社 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（ＦＡ） 三菱 UFJ リース株式会社 支店 

 

b． 維持管理・運営業務に係る市内在住者の従業員 

維持管理・運営業務に従事した従業員のうち、80%程度は市内在住者を採用する等、市の雇

用促進に貢献したと評価できる。 
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c． 年間利用者数 

図 2-15 のとおり、本施設の年間利用者数は、供用開始から 2016 年度まで増加しているこ

と、事業期間にわたって市内の類似施設と比較しても多いことから、市民活動の活性化に貢

献したと考える。 

 

（3）定性的評価のまとめ 

前述までの評価指標に基づく分析を踏まえ、PFI 手法の導入による定性的評価のまとめを以下に

示す。 

 

表 3-4 定性的評価のまとめ 

本事業に期待され

ていた効果 
評価指標 評価結果 

サービス水準の向

上 

・プラザノースの利用件数及

び利用者数 

・2022年度の各運営施設の利用率は、供用開始

1～3年目と比較すると、10%～30%程度増加し

た。また、市内の類似施設と比較し、多くの

利用者がいたことを確認した。 

・北図書館の来館者数 

・市内の同規模程度の図書館と比較して、事業

期間にわたり、多くの来館者数がいたことを

確認した。 

・プラザノース利用者の満足

度 

・全てのアンケート調査項目において、「非常

に良い」、「良い」の回答数の割合が７割を

超えており、一定程度のサービス水準が確保

されていたことを確認した。 

リスク分担の明確

化による安定した

事業運営 

・モニタリングの結果 

・事業期間にわたり、要求水準や事業者提案で

示された水準を満たすサービスが提供されて

いることを確認した。また、事業期間にわた

り、事業者の経営状況は安定していたことを

確認した。 

・事業者の管理運営状況の評

価 

・管理・運営期間の全ての年度において、指定

管理者の管理運営状況の総合評価は、B 評価

であり、適正な管理が行われたことを確認し

た。 

・官民のリスク分担 

・事業計画時に設定されたリスク分担は、想定

されるリスクの種類及び内容が網羅されてい

たこと、官民で適切にリスク分担ができたこ

とを確認した。 

地域の活性化 ・年度毎の市の財政支出額 

・当初の想定通りに平準化払いが実施されてお

り、市の財政支出の平準化が達成できたこと

を確認した。 

財政支出の平準化 

・構成企業の地元企業数 

・SPCの構成員 11社のうち８社が市内に本社又

は支店を置く企業を活用する等、市内の企業

を積極的に活用していたことを確認した。 

・維持管理・運営業務に係る

市内在住者の従業員 

・維持管理・運営業務に従事した従業員のう

ち、約 80%程度が市内在住者である等、市の

雇用促進に貢献したことを確認した。 

・年間来館者数 

・供用開始から９年度にわたり利用者数は増加

しており、市内の類似施設と比較し、多くの

利用者がいたことから、市民活動の活性化に

貢献したことを確認した。 
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3.5  定量的評価 

（1）定量的評価の考え方 

前述のとおり、定量的評価では、事業終了時点において、「効率的な維持管理・運営」が達成さ

れたかについて検証を行う。具体的には、事業者選定時に作成した VFM試算に対し、実際に市が支

払ったサービス購入料等に置き換え、実際に期待された VFM が達成されているかどうかを確認す

る。 

ただし、この時、主に比較を行う PSC（従来方式の場合の市の負担額）も補正する必要があり、

下記の点に留意する必要がある。 

 

表 3-5 定量的評価の考え方について 

項目 内容 

物価変動や変動費など

の条件を揃える（イコ

ールフッティング） 

金利変動や物価変動などにより、実際の支払金額が当初支払金額から

変動している場合、PSC も同じように物価変動等の影響を受けるものと

して、補正を行う必要がある。 

また、利用に応じた変動費払いなど、変動型のサービス購入料を導入

している場合なども、それに応じて PSC を補正するが、本事業において

は、PSC の補正は生じない。 

さらに、契約変更などにより要求水準等が変更された場合で、契約金額

が変更になったものは、同様に PSC も補正する。 

市の直接修繕等、リス

ク分担の範囲外で発生

した経費は含めない 

PFI 事業者の責任外で発生し、市が直接負担した修繕費用などは、当

初の PSC でも想定していない費用であり、VFM の算定時には考慮しな

い。 

 

上記を踏まえると、需要変動や PFI事業者の実績などに応じて公共側の収支が変動する事業形態

の事業でなければ、事業終了時の VFMについては、実質として物価変動や金利変動などの補正結果

を示す位置付けに留まる。 

一方、PFI 事業者の実績が財政負担の縮減に影響する事業形態や、サービス購入型でも利用料金

が市の直接収入となっている事業などは、事業者選定時（若しくは、特定事業選定時）の VFMと比

較する意義は大きく、重要な評価項目であるといえる。 
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（2）本事業における定量的評価の方法の整理 

前項で述べたとおり、事業終了時の VFM 算定では、PSC と PFI-LCC における市の負担総額を算定

することを踏まえ、物価変動等の諸条件を揃えること（金銭面等においてイコールフッティング

とすること）、市の直接修繕等のリスク分担の範囲外で発生した経費は含めないことに留意が必要

となる。 

本事業における（予定価格算定時の）PFI-LCC の再算定においては、実際のサービス購入料支払

額（物価変動等の反映）をベースとする一方で、PSC の再算定においては、予定価格の補正値を採

用する（物価変動等の諸条件を揃える）こととする。 

 

（3）特定事業の選定時及び事業者選定時の PSCについて 

特定事業の選定時及び事業者選定時の維持管理・運営費は下記のとおりである。PSC の算定にお

いては下記の業務項目となっており、また PFI事業のサービス購入料（A～H）項目とは異なる分類

となっている。 

 

表 3-6 特定事業の選定時及び事業者選定時の PSCについて 

業務項目 費用（千円/年） 

初期投資（施設整備）費 10,097,696 千円/年 

 設計監理費 319,048 千円/年 

建設費 8,935,505 千円/年 

付帯工事費 47,619 千円/年 

初度設備費（備品） 553,929 千円/年 

開館時図書購入費 11,793 千円/年 

施設運営費 249,639 千円/年 

維持管理費 189,301 千円/年 

 

そのため、本業務では、PFI 事業における実際の支払い実績値をもとに、前年度との比率による

サービス購入料の変動率を算定し、PSC における各年度の施設運営費及び維持管理運営費に変動率

を乗じて物価変動を反映させることとする。 
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表 3-7 PSCの再算定に用いる PFIの支払い実績値及び支払変動率 

■PFI 支払い実績値               （単位：円） 

事 業 年 度  

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31/令和元

年度 
令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  サービス購入料Ｃ 147,016,000  147,016,000  147,016,000  147,016,000  145,560,396  145,560,396  145,560,396  145,560,396  151,125,440  152,960,480  152,960,480  154,552,444  156,696,376  159,499,032  161,278,532  

  サービス購入料Ｄ 2,437,800  3,821,940  5,971,080  4,750,140  19,182,059  13,136,792  13,663,960  15,182,851  18,583,815  97,654,515  18,667,263  20,660,844  17,329,371  13,397,697  81,838,044  

  サービス購入料Ｅ 144,177,000  144,177,000  144,177,000  144,177,000  142,749,504  142,749,504  142,749,504  142,749,504  148,207,084  150,006,688  150,006,688  151,567,912  153,670,444  156,418,980  158,164,116  

  サービス購入料Ｆ 71,247,000  71,247,000  71,247,000  71,247,000  70,541,584  70,541,584  70,541,584  70,541,584  73,238,520  74,127,816  74,127,816  74,899,316  75,938,308  77,296,532  78,158,916  

  サービス購入料Ｇ 17,932,000  17,932,000  17,932,000  17,932,000  17,754,452  17,754,452  17,754,452  17,754,452  18,433,236  18,657,060  18,657,060  18,851,236  19,112,736  19,454,584  19,671,632  

  サービス購入料Ｈ 32,640,000  32,640,000  32,640,000  32,640,000  32,316,830  32,316,830  32,316,830  32,316,830  33,552,362  33,959,772  33,959,772  34,313,214  34,789,202  35,411,438  35,806,516  

サービス購入料 C～H 合計【税抜】 415,449,800  416,833,940  418,983,080  417,762,140  428,104,825  422,059,558  422,586,726  424,105,617  443,140,457  527,366,331  448,379,079  454,844,966  457,536,437  461,478,263  534,917,756  

消費税 20,772,490  20,841,697  20,949,154  20,888,107  21,405,239  21,102,976  33,806,935  33,928,447  35,451,235  42,189,303  35,870,323  41,142,653  45,753,641  46,147,825  53,491,773  

サービス購入料 C～H 合計【税込】 436,222,290  437,675,637  439,932,234  438,650,247  449,510,064  443,162,534  456,393,661  458,034,064  478,591,692  569,555,634  484,249,402  495,987,619  503,290,078  507,626,088  588,409,529  

                

■支払変動率（対前年度比）                

事 業 年 度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31/ 

令和元年度 
令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

サービス購入料Ｃ～H（D を除く） - 1.0000  1.0000  1.0000  0.9901  1.0000  1.0000  1.0000  1.0382  1.0121  1.0000  1.0104  1.0139  1.0179  1.0112  

サービス購入料Ｄ - 1.0000  1.0000  1.0000  0.9901  0.9901  0.9901  0.9901  1.0280  1.0404  1.0404  1.0513  1.0658  1.0849  1.0970  

 

表 3-8 支払い変動率を踏まえた PSCの再算定について 

                （単位：千円） 

事 業 年 度  

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31/令和

元年度 
令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 事業期間 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計 

施設管理・運営費 438,940 438,940 438,940 438,940 434,594 434,594 434,594 434,594 451,209 456,688 456,688 461,441 467,842 476,210 481,523 6,745,739 

 
施設運営費 249,639 249,639 249,639 249,639 247,167 247,167 247,167 247,167 256,617 259,733 259,733 262,436 266,077 270,836 273,857 3,836,514 

 
維持管理費 189,301 189,301 189,301 189,301 187,427 187,427 187,427 187,427 194,592 196,955 196,955 199,005 201,766 205,374 207,666 2,909,225 

 消費税 21,947 21,947 21,947 21,947 21,730 21,730 34,768 34,768 36,097 36,535 36,535 41,739 46,784 47,621 48,152 999,131 

 消費税率 5% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 9.0454% 10% 10% 10% - 
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（4）事業者選定時の PFI-LCCについて 

事業者選定時における PFI-LCCの維持管理・運営費は、下記のとおりである。 

 

表 3-9 事業者選定時の PFI-LCCについて 

費用項目 費用（千円/15 年計） 

サービス購入料 A（設計・建設業務一括払い分） 3,384,051 

サービス購入料 B（設計・建設業務割賦払い分） 5,037,331 

サービス購入料 C（維持管理業務） 2,205,240 

サービス購入料 D（修繕業務） 331,500 

サービス購入料 E（コミュニティ等運営業務） 2,162,655 

サービス購入料 F（図書館運営業務） 1,068,705 

サービス購入料 G（その他駐車場等運営業務） 268,980 

サービス購入料 H（市の企画事業運営業務） 489,600 

 

なお、本事業における物価改定については、物価変動指数として「企業向けサービス価格指数」

（日本銀行調査統計局）の「諸サービス（大類別）」の年度平均指数を用いて物価改定を行ってい

る。 

VFM の再算定にあたっては、下記物価改定に基づき SPC に支払いを行った実績値を採用すること

とする。なお、事業期間を通してサービス購入料の減額等のペナルティは発生していない。 
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出典：（仮称）プラザノース整備事業入札説明書 p.33-34 
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表 3-10 本事業における支払い実績値 

■PFI 支払い実績値                 （単位：円） 

事 業 年 度 

一時払い 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31/令和

元年度 
令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 事業期間 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計 

  サービス購入料Ａ 3,384,051,301 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3,384,051,301  

  サービス購入料Ｂ 0 324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,532  4,864,448,036  

     うち割賦元金相当分 0 235,561,539  240,767,648  246,088,815  251,527,584  257,086,556  262,768,384  268,575,787  274,511,539  280,578,474  286,779,495  293,117,563  299,595,708  306,217,025  312,984,679  319,901,906  4,136,062,702  

     うち割賦金利相当分 0 88,734,997  83,528,888  78,207,721  72,768,952  67,209,980  61,528,152  55,720,749  49,784,997  43,718,062  37,517,041  31,178,973  24,700,828  18,079,511  11,311,857  4,394,626  728,385,334  

サービス購入料 A～B 合計【税抜】 3,384,051,301 324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,536  324,296,532  8,248,499,337  

消費税 169,202,565 11,778,075  12,038,381  12,304,438  12,576,378  12,854,325  13,138,417  13,428,787  13,725,575  14,028,921  14,338,973  14,655,876  14,979,784  15,310,849  15,649,232  15,995,093  376,005,669  

サービス購入料 A～B 合計【税込】 3,553,253,866 336,074,611  336,334,917  336,600,974  336,872,914  337,150,861  337,434,953  337,725,323  338,022,111  338,325,457  338,635,509  338,952,412  339,276,320  339,607,385  339,945,768  340,291,625  8,624,505,006  

  サービス購入料Ｃ 0 147,016,000  147,016,000  147,016,000  147,016,000  145,560,396  145,560,396  145,560,396  145,560,396  151,125,440  152,960,480  152,960,480  154,552,444  156,696,376  159,499,032  161,278,532  2,259,378,368  

  サービス購入料Ｄ 0 2,437,800  3,821,940  5,971,080  4,750,140  19,182,059  13,136,792  13,663,960  15,182,851  18,583,815  97,654,515  18,667,263  20,660,844  17,329,371  13,397,697  81,838,044  346,278,171  

  サービス購入料Ｅ 0 144,177,000  144,177,000  144,177,000  144,177,000  142,749,504  142,749,504  142,749,504  142,749,504  148,207,084  150,006,688  150,006,688  151,567,912  153,670,444  156,418,980  158,164,116  2,215,747,928  

  サービス購入料Ｆ 0 71,247,000  71,247,000  71,247,000  71,247,000  70,541,584  70,541,584  70,541,584  70,541,584  73,238,520  74,127,816  74,127,816  74,899,316  75,938,308  77,296,532  78,158,916  1,094,941,560  

  サービス購入料Ｇ 0 17,932,000  17,932,000  17,932,000  17,932,000  17,754,452  17,754,452  17,754,452  17,754,452  18,433,236  18,657,060  18,657,060  18,851,236  19,112,736  19,454,584  19,671,632  275,583,352  

  サービス購入料Ｈ 0 32,640,000  32,640,000  32,640,000  32,640,000  32,316,830  32,316,830  32,316,830  32,316,830  33,552,362  33,959,772  33,959,772  34,313,214  34,789,202  35,411,438  35,806,516  501,619,596  

サービス購入料 C～H 合計【税抜】 0 415,449,800  416,833,940  418,983,080  417,762,140  428,104,825  422,059,558  422,586,726  424,105,617  443,140,457  527,366,331  448,379,079  454,844,966  457,536,437  461,478,263  534,917,756  6,693,548,975  

消費税 0 20,772,490  20,841,697  20,949,154  20,888,107  21,405,239  21,102,976  33,806,935  33,928,447  35,451,235  42,189,303  35,870,323  41,142,653  45,753,641  46,147,825  53,491,773  493,741,798  

サービス購入料 C～H 合計【税込】 0 436,222,290  437,675,637  439,932,234  438,650,247  449,510,064  443,162,534  456,393,661  458,034,064  478,591,692  569,555,634  484,249,402  495,987,619  503,290,078  507,626,088  588,409,529  7,187,290,773  

サービス購入料 合計【税抜】 3,384,051,301 739,746,336  741,130,476  743,279,616  742,058,676  752,401,361  746,356,094  746,883,262  748,402,153  767,436,993  851,662,867  772,675,615  779,141,502  781,832,973  785,774,799  859,214,288  14,942,048,312  

消費税 169,202,565 32,550,565  32,880,078  33,253,592  33,464,485  34,259,564  34,241,393  47,235,722  47,654,022  49,480,156  56,528,276  50,526,199  56,122,437  61,064,490  61,797,057  69,486,866  869,747,467  

サービス購入料 合計【税込】 3,553,253,866 772,296,901  774,010,554  776,533,208  775,523,161  786,660,925  780,597,487  794,118,984  796,056,175  816,917,149  908,191,143  823,201,814  835,263,939  842,897,463  847,571,856  928,701,154  15,811,795,779  
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（5）起債条件の見直し 

施設整備費について起債を用いて調達した特定事業の選定時及び事業者選定時 VFMでの想定金利

と異なる条件となったことから、現状に合わせて、下記のとおりとする。 

 

表 3-11 起債条件の見直しについて 

 事業者選定時（想定） 実際の金利 

合併特例債 1.94% 1.71% 

一般単独債 2.28% - 

借換債 - 0.20% 

 

（6）PFIにおける直接経費の見直し（PFI-LCCのみ） 

PFI-LCC においては、PFI に付随する直接経費する経費として「モニタリング経費」を想定して

いる。そのため、モニタリング経費については、実際の支払い額に合わせて、下記のとおりとす

る。 

 

表 3-12 PFIにおける直接経費について 

 事業者選定時 本業務時 

コンサルタント料 

（アドバイザリー費） 
31,250 千円 31,250 千円 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
費 

平成 18（2006）年度 10,000 千円 - 

平成 19（2007）年度 10,000 千円 - 

平成 20（2008）年度 5,000 千円 19,404 千円 

平成 21（2009）年度 5,000 千円 1,995 千円 

平成 22（2010）年度 

3,000 千円 

1,995 千円 

平成 23（2011）年度 1,995 千円 

平成 24（2012）年度 1,995 千円 

平成 25（2013）年度 1,995 千円 

平成 26（2014）年度 2,052 千円 

平成 27（2015）年度 2,052 千円 

平成 28（2016）年度 2,160 千円 

平成 29（2017）年度 2,160 千円 

平成 30（2018）年度 2,268 千円 

令和元（2019）年度 2,289 千円 

令和２（2020）年度 2,420 千円 

令和３（2021）年度 2,640 千円 

令和４（2022）年度 2,640 千円 

 

（7）PFIにおける市収入の見直し（PFI-LCCのみ） 

PFI-LCC においては、PFI に付随するさいたま市への収入として「固定資産税・都市計画税、事

業所税、法人税（市税分）」を想定していた。 

そのため、市収入については、現状に合わせて、下記のとおりとする。 

 



49 

 

 

表 3-13 PFIにおけるさいたま市の収入について 

 法人税・住民税及び事業税 

1 平成 19（2007）年度 116 千円 

2 平成 20（2008）年度 178 千円 

3 平成 21（2009）年度 169 千円 

4 平成 22（2010）年度 9,805 千円 

5 平成 23（2011）年度 6,969 千円 

6 平成 24（2012）年度 6,692 千円 

7 平成 25（2013）年度 7,277 千円 

8 平成 26（2014）年度 6,745 千円 

9 平成 27（2015）年度 6,306 千円 

10 平成 28（2016）年度 6,303 千円 

11 平成 29（2017）年度 5,377 千円 

12 平成 30（2018）年度 7,167 千円 

13 令和元（2019）年度 5,269 千円 

14 令和２（2020）年度 5,529 千円 

15 令和３（2021）年度 5,423 千円 

16 令和４（2022）年度 3,534 千円 

 

（8）現在価値化の際に用いる割引率の見直し 

現在価値化において用いる割引率については、特定事業選定時及び事業者選定時においては国

土交通省の考え方に準拠し４％として設定していたが、本業務においては金利等の実情を踏まえ

設定することとする。 

① 割引率 4％の考え方 

本事業における VFM の算定に当たっては、国土交通省による下記の見解から割引率を 4％と

する考え方を用いている。これは、国土交通省が作成した「公共事業評価の費用便益分析に

関する技術指針」において示された割引率（４％）を用いたものである。ただし、会計検査

院の指摘にもある通り、近年の金利低下状況を踏まえると現時点においては割引率に４％を

用いることは必ずしも適切でない。そのため、事後評価においては別の指標により割引率を

再設定することが望ましい。 
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出典：「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）」（平成 21 年 6 月 国土交通省） 

 

第 3 項 割引率の設定 
 

割引率は 4％とする。 
 
○社会資本整備に必要な資金調達コストの近年の実質平均値を勘案して、割引率は 4％とする。 
○各事業の費用対効果分析の実施に当たって、本指針と異なる割引率を採用する場合においては、その割
引率及び採用の理由を各事業ごとに定めるマニュアルにおいて明記する必要がある。 

（参考） 
・平成 3年度以降の国債（10年もの）、地方債（10年もの）の利回りの平均がそれぞれ 4.50％、 

4.61％である 
・その間の消費者物価指数が年率 0.62％上昇していることを考慮して、実質利回りを算定すると、国債が

3.88％、地方債が 3．99％となる 

出典：「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」（平成 11 年 3 月 建設省） 
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② 長期国債表面利率による考え方 

直近の国債の利率を基に、再試算を行った場合の割引率は次のとおりである。長期国債表

面利率が市場利子率を表し、物価変動も含まれている。本検討では 15 年間貨幣価値が変わら

ないことを前提に VFM算定を行うため、物価変動分にあたる GDPデフレーターを差し引くこと

とする。 

「割引率＝長期国債表面利率－GDPデフレーター」 

 

■長期国債表面利率 

「表面利率」とは、額面金額に対する 1年分の利子を％表示したものであり、「利率」「クー

ポンレート」とも言われる。財務省のホームページの「国債関係諸資料」の「過去の入札結

果」「20年債」の「表面利率」から年平均を算出する。 

 

■GDPデフレーター（前年度比） 

「GDP（国内総生産）デフレーター」とは、名目 GDP を実質 GDP で割った（デフレート）も

のであり、名目価格から物価変動の影響を除いて実質価格を算出するために用いられる指標

であり、物価変動部分を表すものと言える。内閣府 SNA（国民経済計算）の統計資料のうち、

「GDE（GDP）需要項目別時系列表」の年度デフレーターにより算出する。 
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表 3-14 現在価値化の際に用いる割引率 

年度 
国債表面利率(%) GDP デフレーター 

実質値(%) 
（20 年債年度平均値） 前年度比(%) 

1 平成 17（2005）年度 2.03  -1.24  3.27  

2 平成 18（2006）年度 2.19  -0.68  2.87  

3 平成 19（2007）年度 2.16  -0.87  3.03  

4 平成 20（2008）年度 2.13  -0.49  2.62  

5 平成 21（2009）年度 2.13  -1.28  3.41  

6 平成 22（2010）年度 1.97  -1.69  3.66  

7 平成 23（2011）年度 1.83  -1.42  3.25  

8 平成 24（2012）年度 1.67  -0.82  2.49  

9 平成 25（2013）年度 1.63  0.00  1.63  

10 平成 26（2014）年度 1.38  2.39  -1.02  

11 平成 27（2015）年度 1.11  1.52  -0.41  

12 平成 28（2016）年度 0.45  0.00  0.45  

13 平成 29（2017）年度 0.61  0.30  0.31  

14 平成 30（2018）年度 0.55  -0.10  0.65  

15 令和元（2019）年度 0.33  0.80  -0.48  

16 令和２（2020）年度 0.43  0.69  -0.27  

17 令和３（2021）年度 0.48  -0.10  0.58  

18 令和４（2022）年度 1.05  0.69  0.36  

平均値 1.34  -0.13  1.47  

割引率＝国債表面利率－GDPデフレーター＝1.34－（－0.13）＝1.47（％） 

 

（9）定量的評価の結果（VFMの算定結果） 

VFMの算定結果（現在価値換算額）は下記のとおりとなる。事業者選定時 VFM（17.6%）からの変

動要因については、以下のとおりである。 

・割引率を４％から 1.47％に修正したため。 

・PSCの起債利率を当初想定の 1.94%から実際の利率である 1.71%に修正したため。 

・実際の起債金額が想定より大幅に減少し、PFI 方式の起債金額に合わせて PSC における起債金

額を修正したため。 

 

表 3-15 VFMの再算定結果 

項目 
特定事業選定時

VFM 

事業者選定時 

VFM 
再算定結果 

割引率 4.0% 4.0% 1.47% 

① PSC（従来型の LCC） 12,594 百万円 12,594 百万円 14,416 百万円 

② PFI の LCC 11,348 百万円 10,377 百万円 12,590 百万円 

  〔百分率表示（(①-②)÷①）〕 9.9% 17.6% 12.7% 

【参考】財政負担縮減額 1,246 百万円 2,217 百万円 1,826 百万円 
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3.6  事後評価のまとめ 

評価項目毎の結果は以下のとおりである。 

 

表 3-16 事後評価のまとめ 

本事業に期待されて

いた効果 
評価項目 評価結果 

サービス水準の向上 

・民間事業者のノウハウや

創意工夫の発揮 

・利用者のニーズに対応し

たサービスの提供 

・利用者の評価 

・本施設の 2022 年度の利用率は供用開始当初と

比較すると、10%～30%程度増加したこと、市

内の類似施設と比較して、多く利用されてい

た。 

・本施設の図書館は、市内の同規模程度の図書

館と比較して、事業期間にわたり、多くの来

館者数がいた。 

・アンケート調査結果より、一定程度のサービ

ス水準が確保されていた。 

リスク分担の明確化

による安定した事業

運営 

・事業目的の達成状況及び

契約内容の履行状況 

・SPC の経営状況 

・事業期間にわたり、要求水準や事業者提案で

示された水準を満たすサービスを提供されて

いた。 

・事業期間にわたり、事業者の経営状況は安定

していた。 

・事業計画時に設定されたリスク分担は、想定

されるリスクの種類及び内容が網羅されてい

たこと、官民で適切にリスク分担ができた。 

財政支出の平準化 ・財政支出の平準化 
・本施設の施設整備費については、当初の想定

通りに平準化が達成された。 

地域の活性化 

・新たなビジネス機会の拡

大や雇用が創出 

・地域の賑わいの創出 

・SPC の構成員に、市内に本社又は支社を置く

企業を積極的に活用していた。 

・維持管理・運営業務の従業員に、市内在住者

を積極的に採用していた。 

・本施設の利用者数は、供用開始から数年にわ

たり増加しており、市内の類似施設と比較

し、多くの利用者がいた。 

効率的な維持管理・

運営 
・財政負担の削減 

・事業終了後の VFM（現在価値化換算額）は

12.7%であり、財政負担が約 18.3 億円縮減さ

れ、特定事業選定時に期待された以上の効果

が確認された。 
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4. 総括 

4.1  目的の達成状況及び期待された効果の状況 

本事業の目的は、市民の高まる生涯学習及び芸術文化活動へのニーズに的確に対応するととも

に、図書館、ホール及び区役所などの機能を複合化し、芸術総合・ユーモア機能を含めた施設を

整備し、事業者の有する技術、経営資源及び創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサー

ビスを市民に対して提供することであった。 

本事業は、事業者の提案により、全世代の市民の学習の幅を広げるため、文化的・教育的テー

マを中心としたプログラムを実施したほか、漫画やユーモア等の市民が創作活動に親しみやすく

なるような企画を実施する等、事業目的に合致した市民サービスが提供された。 

実際の支払金額や物価変動を反映した VFM の結果より、財政支出の削減効果が発揮された。ま

た、民間事業者のノウハウの発揮により、満足度が比較的高く、良好なサービスを市民に提供し

たことを確認できた。 

上記より、当初に期待された本事業の目的は達成できたと考える。 

 

4.2  課題及び今後の教訓 

（1）導入可能性調査～契約締結時 

PFI 事業は複数の市関係各課が協働して事業化に向けて取り組むとともに、担当する業務が多岐

にわたることから、PFI 事業を事業化する専任担当者の配置等、担当者に過度な負担がかからない

ような組織体制を図る工夫が必要である。 

 

（2）PFI事業実施期間 

① 不可抗力リスク等に対する対応 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、施設の休館や感染症防止策による業務の追加等、事

業開始当初に想定できないリスクが顕在化した。これらのリスク分担及び対応方法等につい

て、事業契約書の第 97 条（疑義に関する協議）に基づき、市と SPC にて様々な協議を行った。

PFI 事業実施期間において、当初想定できなかったリスク顕在化時にリスク分担が円滑に行わ

れ、適切なリスク管理が行えるよう、当該リスクの検討経緯や官民の協議結果等を参考とし

た、リスク分担を検討することが望ましい。 

② 運用イメージを想定した要求水準の設定 

本施設の供用開始後、市の関係各課以外の部署から本施設の外構を活用したい等の要望が

複数挙げられたことから、事業検討時に必要に応じて、関係各課以外の部署の意見も聴取し、

多様な利用方法を想定した要求水準とすることが望ましい。ただし、意見を反映する際、過

剰仕様とならないようコストとのバランスを踏まえ、検討することに留意が必要である。 

事業者提案により整備した施設機能のうち、維持管理・運営期間にわたりほとんど活用さ

れなかった機能等があったことから、事業者選定時において有用でないと判断した提案は加

点しない等、審査基準の検討の際に留意が必要であると考える。また、設計・建設のモニタ

リングにおいて運営実態に合わせた設計変更や施設改良等、維持管理・運営のモニタリング
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において、運営実態に合わせ運営方法の変更等、官民で柔軟性を確保した、要求水準とする

ことが望ましい。 

③ 技術革新を想定した要求水準の設定 

本事業は長期にわたる事業であったため、技術革新や生活様式の変化等に伴い通信環境や

音響機器等の設備の機能的陳腐化が生じた。PFI 手法は長期事業となるため、将来的な設備等

の陳腐化や技術革新による想定外の設備更新が発生することが想定される。公募の際には、

それらを考慮した事業期間及びリスク分担の設定等の検討が必要である点に留意が必要であ

る。また、事業者選定時において、サービス面で陳腐化・形骸化させない工夫や対応方策等

の事業者提案を評価する等の審査基準についても検討することが望ましい。 

 

（3）事業終了時 

PFI 事業終了時に、後任の運営者が円滑かつ支障なく維持管理・運営業務を遂行できるように、

引継ぎを行う必要がある。特に、施設の備品の状況、既存の運営システムの管理方法等について

は、事業終了数年前から事業者と市で協議を行う必要がある。 

 

 


